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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第61期
第３四半期
累計期間

第62期
第３四半期
累計期間

第61期
第３四半期
会計期間

第62期
第３四半期
会計期間

第61期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成22年
    10月１日
至  平成22年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (千円) 7,919,44812,700,6043,037,7443,581,72911,438,180

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △85,221 572,877 16,395 94,484 43,728

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失(△)

(千円) △140,069337,524△2,952 50,719△36,429

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,148,0001,148,0001,148,000

発行済株式総数 (株) ― ― 5,300,0005,300,0005,300,000

純資産額 (千円) ― ― 12,944,84413,065,62313,081,694

総資産額 (千円) ― ― 15,893,39217,361,83916,426,421

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,538.202,613.222,565.04

１株当たり四半期純利益
金額又は四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △27.46 66.57 △0.58 10.11 △7.14

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 30.00

自己資本比率 (％) ― ― 81.4 75.3 79.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 983,058△234,975 ― ― 943,322

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 294,129△40,486 ― ― 292,326

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △295,000△383,471 ― ― △335,000

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 6,647,7995,907,3276,566,260

従業員数 (名) ― ― 199 202 196

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３  第61期第３四半期累計(会計)期間及び第61期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４  第62期第３四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

５  従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重

要な変更はありません。

　
３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 202

(注)  従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

　
(2) 受注実績

該当事項はありません。

　
(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

  機械工具器具等の販売 3,581,729 ─

合計 3,581,729 ─

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

  なお、重要事象等は存在しておりません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期会計期間（以下、「当四半期」という）における世界経済は、非常に不安定な状態にあっ

た米国及び欧州で、各国政府の経済対策により落ち着きを取り戻しつつあり、また、アジア諸国をはじめ

とする新興国では依然として堅調を維持しており、全体的には緩やかな回復傾向となっております。一方

わが国におきましても、堅調な新興国経済の恩恵を受け、景気の二番底懸念はあるものの、企業収益は総

じて回復基調となっております。

  このような経済状況は、当社の属する機械工具業界にも少なからざる影響を及ぼしました。スマート

フォン及びタブレットＰＣの世界的な需要の拡大は、わが国の半導体・液晶・電子部品の分野で好業績

をもたらし、また、一時厳しかった自動車も新興国向けに需要拡大の兆しが見えてきており、それらの国

内外の需要に対応するため、企業の設備投資は総じて回復基調となっております。当社におきましても、

ＦＡ機器並びに制御機器等に対する需要が継続し、当四半期の業績も堅調に推移しました。しかし、家電

エコポイント制度やエコカー補助金制度の打ち切り、原油高、素材高騰の影響等、景気の先行きについて

は依然として予断を許さない状況が続いております。

  こうした状況下で当社は、将来を見据えた販売力強化に向けて、今後の設備投資需要が見込まれる業界

での新規取引先開拓並びに既存取引先の別部門への取引拡大を継続的に推進し、さらには製造業におけ

る生産効率向上とコスト削減が期待できる新しい商材の発掘、営業員の能力強化等を推し進めるととも

に、管理面では継続して経費削減の推進並びに社員教育等を積極的に進めてまいりました。

  以上の結果、売上高は35億81百万円(前年同四半期比17.9％増)となり、営業利益は78百万円(前年同四

半期は営業利益１百万円)、経常利益は94百万円(前年同四半期比476.3％増)、四半期純利益は50百万円

(前年同四半期は四半期純損失２百万円)となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末（以下、「当四半期末」という）の１株当たり純資産は、前事業年度末（以

下、「前期末」という）比48円18銭増の2,613円22銭、自己資本比率は前期末比4.3ポイント減の75.3％と

なりました。

① 資産

当四半期末の総資産は、前期末と比較して９億35百万円(5.7％)増の173億61百万円となりました。

  流動資産は、前期末比19億35百万円(16.8％)増の134億51百万円となりましたが、受取手形及び売掛

金の増加(15億31百万円)と現金及び預金の増加(３億41百万円)が主な要因となっております。

  固定資産は、前期末比９億99百万円(20.4％)減の39億10百万円となりましたが、定期預金の１年内満

期による投資その他の資産の減少(10億円)が主な要因となっております。

② 負債

当四半期末の負債合計は、前期末と比較して９億51百万円(28.4％)増の42億96百万円となりました。

  流動負債は、前期末比９億82百万円(31.3％)増の41億16百万円となりましたが、支払手形及び買掛金

の増加(７億72百万円)が主な要因となっております。

  固定負債は、前期末比30百万円(14.7％)減の１億79百万円であり、特記すべき事項はありません。
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③ 純資産

当四半期末の純資産合計は、四半期純利益の計上(３億37百万円)による増加や、前期決算の剰余金の

配当(１億53百万円)と自己株式の取得(１億90百万円)による減少などにより、前期末と比べ16百万円

(0.1％)減の130億65百万円となりました。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、59億７百万円と前年同四半期に

比べ７億40百万円(11.1％)の減少となりました。

  当四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、６億55百万円となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減

少(６億98百万円)や税引前四半期純利益の計上(94百万円)などであり、資金の主な減少要因は、仕入債

務の減少(92百万円)などであります。

  なお、前年同四半期につきましては、仕入債務の増加(３億87百万円)などの資金の増加要因と、売上

債権の増加(５億13百万円)などの資金の減少要因があったため、１億61百万円の資金流出でありまし

た。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は、３百万円と前年同四半期に比べ１百万円(77.9％)の増加であり、特

記すべき事項はありません。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は、１億36百万円と前年同四半期に比べ１億36百万円の増加となりま

した。資金の減少要因は、自己株式の取得による支出(１億36百万円)であります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当四半期において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

  なお、当社では、現在のところ会社法施行規則における「財務及び事業の方針を決定する者の在り方に

関する基本方針」は定めておりません。

　
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間（以下、「当四半期」という）において、主要な設備に重要な異動はありませ

ん。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

第２四半期会計期間末において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  また、当四半期において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

四半期報告書

 7/24



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,300,000 5,300,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 5,300,000 5,300,000 ― ―

(注)  発行済株式のうち、6,000株は、現物出資(土地他 300千円)によるものであります。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成22年12月31日 ― 5,300,000― 1,148,000― 1,091,862
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(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、鳥羽重良氏及びその共同保有者である鳥羽晴美氏、鳥羽聰子氏及びそ

の共同保有者である有限会社鳥羽興産及び鳥羽暢氏から平成22年11月１日付で関東財務局長に提出され

た変更報告書(大量保有報告書の変更報告書)により、平成22年10月30日現在で以下の株式を所有してい

る旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における実質所有株式数の確認が

できておりません。

なお、変更報告書(大量保有報告書の変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

鳥  羽  重  良 東京都杉並区 367 6.94

鳥  羽  晴  美 東京都杉並区 42 0.81

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

鳥  羽  聰  子 東京都杉並区 281 5.30

有限会社鳥羽興産 東京都杉並区浜田山４丁目４番12号 107 2.02

鳥  羽      暢 東京都杉並区 ─ ─

　
(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  229,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,069,700
50,697 ―

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 5,300,000 ― ―

総株主の議決権 ― 50,697 ―
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② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社鳥羽洋行

東京都文京区水道２－８－６ 229,800― 229,800 4.33

計 ― 229,800― 229,800 4.33

　
２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

　
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 1,8001,8701,8601,8301,7701,8901,9851,9901,950

最低(円) 1,6321,6391,7031,6251,6401,7351,8651,8101,720

(注)  最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年

10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間(平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期会計期間(平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月

31日まで)に係る四半期財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けており

ます。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

① 資産基準 0.6％

② 売上高基準 1.9％

③ 利益基準 4.0％

④ 利益剰余金基準 0.0％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,907,327 6,566,260

受取手形及び売掛金 ※１
 6,344,268 4,813,191

商品 122,437 32,069

その他 77,389 104,617

貸倒引当金 △169 △114

流動資産合計 13,451,253 11,516,025

固定資産

有形固定資産 ※２
 2,051,024

※２
 2,074,121

無形固定資産 14,666 15,887

投資その他の資産 ※３
 1,844,894

※３
 2,820,386

固定資産合計 3,910,585 4,910,395

資産合計 17,361,839 16,426,421

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 3,651,399 2,879,280

1年内償還予定の社債 － 40,000

未払法人税等 240,967 15,442

引当金 60,000 90,000

その他 164,463 109,630

流動負債合計 4,116,829 3,134,353

固定負債

引当金 24,125 24,125

その他 155,261 186,247

固定負債合計 179,386 210,372

負債合計 4,296,215 3,344,726

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,261,059 1,261,059

利益剰余金 11,249,374 11,064,850

自己株式 △650,471 △460,000

株主資本合計 13,007,962 13,013,910

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 57,660 67,784

評価・換算差額等合計 57,660 67,784

純資産合計 13,065,623 13,081,694

負債純資産合計 17,361,839 16,426,421
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 7,919,448 12,700,604

売上原価 6,749,389 10,809,862

売上総利益 1,170,059 1,890,741

販売費及び一般管理費

配送費 36,912 43,803

役員報酬 60,588 57,951

給料及び手当 725,405 770,637

賞与引当金繰入額 45,000 60,000

法定福利費 107,010 119,280

福利厚生費 38,340 37,475

減価償却費 31,822 28,555

地代家賃 46,920 46,307

その他 218,173 221,714

販売費及び一般管理費合計 1,310,174 1,385,726

営業利益又は営業損失（△） △140,114 505,015

営業外収益

受取利息 11,545 11,266

受取配当金 5,398 5,220

仕入割引 26,836 45,603

その他 13,999 9,769

営業外収益合計 57,779 71,859

営業外費用

社債利息 480 70

売上割引 2,140 2,274

支払手数料 － 1,612

その他 264 39

営業外費用合計 2,886 3,996

経常利益又は経常損失（△） △85,221 572,877

特別利益

投資有価証券売却益 48 －

貸倒引当金戻入額 254 －

特別利益合計 303 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △84,917 572,877

法人税、住民税及び事業税 18,400 238,200

法人税等調整額 36,751 △2,846

法人税等合計 55,151 235,353

四半期純利益又は四半期純損失（△） △140,069 337,524
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 3,037,744 3,581,729

売上原価 2,603,310 3,046,721

売上総利益 434,434 535,007

販売費及び一般管理費

配送費 11,352 12,520

役員報酬 19,317 19,317

給料及び手当 207,970 211,736

賞与引当金繰入額 45,000 60,000

法定福利費 37,130 41,153

福利厚生費 12,602 13,027

減価償却費 10,664 9,646

地代家賃 15,455 15,435

その他 73,654 73,791

販売費及び一般管理費合計 433,147 456,628

営業利益 1,287 78,379

営業外収益

受取利息 3,630 2,882

受取配当金 1,339 1,666

仕入割引 10,489 12,777

その他 533 589

営業外収益合計 15,993 17,914

営業外費用

社債利息 131 －

売上割引 689 700

支払手数料 － 1,109

その他 63 －

営業外費用合計 884 1,809

経常利益 16,395 94,484

特別利益

投資有価証券売却益 48 －

特別利益合計 48 －

税引前四半期純利益 16,444 94,484

法人税、住民税及び事業税 6,100 17,100

法人税等調整額 13,297 26,664

法人税等合計 19,397 43,764

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,952 50,719
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△84,917 572,877

減価償却費 31,822 28,555

貸倒引当金の増減額（△は減少） △539 55

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,000 △30,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 －

受取利息及び受取配当金 △17,690 △17,234

社債利息及び支払保証料 701 109

投資有価証券売却損益（△は益） △48 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,533,199 △1,531,076

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,150 △90,367

その他の流動資産の増減額（△は増加） 80,848 25,305

破産更生債権等の増減額（△は増加） 644 237

仕入債務の増減額（△は減少） △418,945 772,118

未払金の増減額（△は減少） △9,801 △2,230

未払費用の増減額（△は減少） △11,464 △2,543

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,827 9,929

預り金の増減額（△は減少） 33,895 47,388

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,562 2,794

その他 △21,660 △27,739

小計 990,159 △241,820

利息及び配当金の受取額 17,368 16,952

社債利息及び支払保証料の支払額 △569 △189

法人税等の支払額 △23,899 △13,049

法人税等の還付額 － 3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 983,058 △234,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △657 △4,237

投資有価証券の取得による支出 △5,800 △36,249

投資有価証券の売却による収入 587 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 294,129 △40,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

自己株式の取得による支出 － △190,471

配当金の支払額 △255,000 △153,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △295,000 △383,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 982,187 △658,933

現金及び現金同等物の期首残高 5,665,612 6,566,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 6,647,799

※１
 5,907,327
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
【表示方法の変更】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期累計期

間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は43千円であります。

　
当第３四半期会計期間

(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期会計期

間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は２千円であります。

　
【簡便な会計処理】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が当事業年度の第２四半期会計期間末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、当該第２四半期会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。

２  棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当事業年度の第２四半期会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

３  固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。

　
【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１  四半期会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。

      なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高から除かれております。

        受取手形  41,565千円

        支払手形 455,564千円

 

─────

※２ 有形固定資産の減価償却累計額      362,600千円

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計額      335,465千円

 
※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産                    213千円

※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産                    213千円

　
(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

前第３四半期会計期間（自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金 6,647,799千円

現金及び現金同等物 6,647,799千円

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年12月31日現在)

現金及び預金 6,907,327千円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,000,000千円

現金及び現金同等物 5,907,327千円

　
(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平

成22年12月31日)

　
１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 5,300,000
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２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 300,176

　
３  新株予約権の四半期会計期間末残高等

該当事項はありません。

　
４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月17日
定時株主総会

普通株式 153,000 30.00平成22年３月31日 平成22年６月18日 利益剰余金

　
(2) 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

　
５  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　
(金融商品関係)

当第３四半期会計期間末(平成22年12月31日)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

　
(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

当社の所有する有価証券は、事業の運営において重要なものではありません。

　
(デリバティブ取引関係)

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

　
(持分法損益等)

前第３四半期累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日）

１  関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

２  開示対象特別目的会社に関する事項

当社は開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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当第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

１  関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

２  開示対象特別目的会社に関する事項

当社は開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

前第３四半期会計期間（自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日）

関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

　
(ストック・オプション等関係)

当第３四半期会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

当第３四半期会計期間（自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日）

該当事項はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、機械工具器具等の販売事業を営んでおり、これを単一の事業セグメントとしているため、セグ

メント情報の記載を省略しております。

(追加情報)

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

　 2,613.22円
　

　 2,565.04円
　

　
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 13,065,623 13,081,694

普通株式に係る純資産額(千円) 13,065,623 13,081,694

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(株) 5,300,000 5,300,000

普通株式の自己株式数(株) 300,176 200,000

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

4,999,824 5,100,000

　
２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 27.46円１株当たり四半期純利益金額 66.57円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
―

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
―

(注) １  前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

３  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失(△)(千円)

△140,069 337,524

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損
失(△)(千円)

△140,069 337,524

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 5,100,000 5,070,183
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第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 0.58円１株当たり四半期純利益金額 10.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
―

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
―

(注) １  前第３四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  当第３四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

３  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失(△)(千円)

△2,952 50,719

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損
失(△)(千円)

△2,952 50,719

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 5,100,000 5,017,974

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

四半期報告書

22/24



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

株式会社鳥羽洋行

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    都    甲    孝    一    ㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    柿    崎    政    広    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社鳥羽洋行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第61期事業年度の第３四半期会計期間(平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鳥羽洋行の平成21年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

株式会社鳥羽洋行

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    井    上    智    由    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    柿    崎    政    広    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社鳥羽洋行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第62期事業年度の第３四半期会計期間(平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鳥羽洋行の平成22年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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